
 

 

令和８年２月２０日 

 

政治資金規正法に基づく政党でなくなった旨の公表 

 

 次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第２項

の規定に該当しなくなったことにより、政治資金規正法に基づく政党でなくなっ

たので、下記のとおり公表します。 

 

○政治団体の名称       減税日本・ゆうこく連合 

○代表者の氏名        原口 一博 

○政党でなくなった年月日   令和８年２月１３日 

 

 

 

（連絡先） 
自治行政局選挙部政治資金課 
電話：(代表)03-5253-5111 

(直通)03-5253-5578 
(E-mail)senkyo.shikin＠soumu.go.jp 

（注）迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えていま 

す。「＠」を「@」に置き換えてください。 
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